
多　床　室 区　分 １日当たり金額

要支援１（予防） 608円

要支援２（予防） 762円

要介護１ 823円

要介護２ 871円

要介護３ 932円

要介護４ 983円

要介護５ 1,036円

２　滞　在　費 650円

３　食　　　 費 朝食 400円

(おやつ代を含む） 昼食 550円

夕食 550円

個　　　室 区　分
1日当たり金額
従来型個室C

要支援１（予防） 575円

要支援２（予防） 716円

要介護１ 750円

要介護２ 795円

要介護３ 856円

要介護４ 908円

要介護５ 959円

2,200円

３   食費 朝食 400円

(おやつ代を含む） 昼食 550円

夕食 550円

共　通　費　用 １日当たり金額

24円

240円

23円

184円/片道

511円

120円

18円

所定単位数×0.27%

２　その他利用料 日用品費 100円

教養娯楽費 50円

電気器具使用料 50円

私物洗濯代 実費

理容代 2,500円  理容費用（1回）

行事等参加費 実費  材料費等

各種証明書 1,000円  1通当たり

【介護予防短期入所療養介護費】
【短期入所療養介護費】

１　短期入所療養費介護費　（負担割合が2割負担の方は金額が2倍になります）

２ 　滞在費　　特別室料を含む　

区　分

　所得の低い方は段階ごとに負担限度額が決められて
　います(別掲）。

１　短期入所療養費介護費　（負担割合が2割負担の方は金額が2倍になります）

利 用 料 金 一 覧 表

平成27年8月1日　改定

介護老人保健施設 そよかぜ倶楽部

備　　　考

送迎加算  送迎が必要な利用者に対して

緊急時治療管理加算  救命救急時に所定の対応をした場合

個別リハビリテーション実施加算  個別リハを行った場合

夜勤職員配置加算  所定の夜勤職員の配置に対して算定

備　　　考

　所得の低い方は段階ごとに負担限度額が決められて
　います(別掲）。

サービス提供体制強化加算Ⅰ

療養食加算  所定の基準で療養食を提供した場合

重度療養管理  該当の場合

備　　　考

１ サービス費の加算　（負担割合が2割負担の方は金額が2倍になります）

　＊ 料金を明示したもの以外に、利用者からの依頼により購入する日常生活費及び健康管理費等については、実費を徴収いたします。

 1枚当たり（業者に依頼）

 1点につき

 レクリェーションの材料費等

 石けん、シャンプー、おしぼり等

 所定単位数＝基本部分＋各種加算介護職員処遇改善加算Ⅰ

 介護福祉士の配置比率が所定の基準に達している場合



（短期入所療養介護）

(介護予防短期入所療養介護)

　従来型 　個室　C

基 準 費 用 額

第1段階 第2段階 第3段階

区　分

　　　　負 担 限 度 額 (１日当たり)

利用者負担 利用者負担 利用者負担

370円

【滞在費】

　多床室 0円 370円 370円

490円 490円 1,310円 1,640円

1,380円【食費】 300円 390円 650円



個　　　室 区　分
1日当たり金額

ユニット型
個室A

1日当たり金額
ユニット型
準個室B

要支援１（予防） 618円 618円

要支援２（予防） 775円 775円

要介護１ 829円 829円

要介護２ 874円 874円

要介護３ 936円 936円

要介護４ 989円 989円

要介護５ 1,040円 1,040円

2,680円 2,340円

３   食費 朝食 400円 400円

(おやつ代を含む） 昼食 550円 550円

夕食 550円 550円

共　通　費　用 １日当たり金額

24円

240円

23円

184円/片道

511円

120円

18円

所定単位数×0.27%

２　その他利用料 日用品費 100円

教養娯楽費 50円

電気器具使用料 50円

私物洗濯代 実費

理容代 2,500円  理容費用（1回）

行事等参加費 実費  材料費等

各種証明書 1,000円  1通当たり

２ 　滞在費　　特別室料を含む　

１　短期入所療養介護費　（負担割合が2割負担の方は金額が2倍になります）

【介護予防ユニット型短期入所療養介護費】

【ユニット型短期入所療養介護費】

区　分 備　　　考

１　サービス費の加算　（負担割合が2割負担の方は金額が2倍になります）

利 用 料 金 一 覧 表

平成27年8月1日　改定

ユニット型介護老人保健施設 そよかぜ倶楽部

個別リハビリテーション実施加算  個別リハを行った場合

 介護福祉士の配置比率が所定の基準に達している場合

介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位数＝基本部分＋各種加算

療養食加算  所定の基準で療養食を提供した場合

夜勤職員配置加算  所定の夜勤職員の配置に対して算定

送迎加算  送迎が必要な利用者に対して

緊急時治療管理加算  救命救急時に所定の対応をした場合

 石けん、シャンプー、おしぼり等

 レクリェーションの材料費等

 1点につき

 1枚当たり（業者に依頼）

　＊ 料金を明示したもの以外に、利用者からの依頼により購入する日常生活費及び健康管理費等については、実費を徴収いたします。

備　　　考

　所得の低い方は段階ごとに負担限度額
　が決められています(別掲）。

重度療養管理  該当の場合

サービス提供体制強化加算Ⅰ





（ユニット型短期入所療養介護）

(介護予防ユニット型短期入所療養介護)

A

B

負担限度額認定証をお持ちの方は、下記料金を頂きます。(１日当たり）

ユニット型　 　個室 A 710円
ユニット型　準個室 B 700円

1,310円

1,380円【食費】 300円 390円 650円

1,970円

1,640円　　　〃　 準個室 490円 490円

基 準 費 用 額

第1段階 第2段階 第3段階

区　分

ユニット型 個室 820円 820円 1,640円

利用者負担

　　　　負 担 限 度 額 (１日当たり)

利用者負担 利用者負担

【滞在費】


